
平成１６年第２回 

東京二十三区清掃一部事務組合議会臨時会 

１ 期  日 平成１６年７月２０日（火） 

２ 場  所 東京区政会館 

３ 出席議員（１９名） 

    １番 千代田区 鳥 海 隆 弘 

    ２番 中央区  押田まり子 

    ５番 文京区  東 村 昭 平 

    ６番 台東区  伊藤萬太郎 

    ７番 北区   大 畑  修 

    ８番 荒川区  菅 谷 安 男 

    ９番 品川区  松 澤 利 行 

   １０番 目黒区  石 山 京 秀 

   １１番 大田区  小 原 直 美 

   １２番 世田谷区 宍 戸 教 男 

   １４番 中野区  山 崎 芳 夫 

   １５番 杉並区  今 井  讓 

   １６番 豊島区  戸 塚 由 雄 

   １７番 板橋区  秦  源 彦 

   １８番 練馬区  小林みつぐ 

   １９番 墨田区  中 嶋 常 夫 

   ２０番 江東区  数 藤 武 司 

   ２１番 足立区  田 中 章 雄 

   ２３番 江戸川区 八武崎一郎 

４ 欠席議員（４名） 

    ３番 港区   佐々木義信 

    ４番 新宿区  山 添  巖 

   １３番 渋谷区  丸 山 高 司 

   ２２番 葛飾区  谷野せいしろう 

５ 出席説明員 

   副管理者     志 村 啓 文 

   監査委員     山 本 仁 衞 
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   総務部長     保持眞二郎 

   施設管理部長   高 橋 幸 雄 

   処理技術担当部長 伊 東 和 憲 

   施設建設部長   程 塚  繁 

   建設推進担当部長 薬師寺史良 

   総務課長     銀 林 謙 一 

   職員課長     勢 古 勝 紀 

   財政課長     大 塚 善 彦 

６ 出席議会事務局職員 

   事務局長     鈴 木 基 行 

   事務局次長    辻 本 将 紀 

   書記       飯 田  操 

   同        下川原 孝 

７ 議事日程 

   日程第 １ 会期決定について 

   日程第 ２ 議案第１７号 世田谷清掃工場建設工事請負契約の締結について 

８ 追加議事日程 

   追加日程第 １ 議案第１７号 世田谷清掃工場建設工事請負契約の締結につ 

いて 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

開      会（午後２時２４分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○押田 まり子議長 ただいまから、平成１６年第２回東京二十三区清掃一部事務組

合議会臨時会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

これより、会議録署名議員の指名を行ないます。 

会議規則第１１２条に基づき、議長より５番 東村昭平議員、６番 伊

藤萬太郎議員を指名いたします。 

ここで、志村副管理者から発言の申し出がありますので、これを許しま

す。 

志村副管理者。 

○志村 啓文副管理者 副管理者の志村啓文でございます。本来ですと、ここで管理

者からご挨拶を申し上げるところでございますが、欠席のため、大変恐縮

ですが、私から臨時会の開催にあたり一言ご挨拶を申し上げます。 

      議員の皆様方におかれましては、６月に開催いたしました第２回定例会

に引き続き、大変お忙しい中、ご参集を賜り、誠にありがとうございます。 

本日の臨時会にご提案いたします案件は、世田谷清掃工場建設工事請負

契約の締結についてでございます。本件は、６月の定例会で継続審議とな

ったものでございます。後ほど、この案件についてご説明申し上げますが、

世田谷清掃工場は、ごみの中間処理を円滑に行う上で、無くてはならない

重要な施設でございます。 

なにとぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、私の発言

を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○押田 まり子議長 以上で副管理者の挨拶は終わりました。 

次に、諸般の報告を事務局長にいたさせます。 

○鈴木事務局長 ご報告申し上げます。 

１ 平成１６年第２回東京二十三区清掃一部事務組合議会臨時会の招

集について 

２ 議案の送付について 

３ 議事説明員について 

以上の３件につきましては、お手元に文書の写しがございますので、内
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容の朗読を省略させていただきます。 

なお、本日、欠席の届がありました議員は、４名でございます。 

以上でございます。 

○押田 まり子議長 次に、例月出納検査の報告が、監査委員から議長あてに提出

されておりますので、事務局長に報告をいたさせます。 

○鈴木事務局長 お手元に平成１６年５月分の例月出納検査結果報告書の写しをお配

りしてございますので、写しの配付をもってご報告とさせていただきま

す。 

○押田 まり子議長 日程第１を議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 会期決定について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○押田 まり子議長 お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、会議規則第４条第１項第２号の規定により、本日

１日としたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○押田 まり子議長 ご異議なしと認め、会期は本日１日と決定いたしました。 

次に、日程第２を議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２ 議案第１７号 世田谷清掃工場建設工事請負契約の締結について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○押田 まり子議長 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 志村副管理者。 

○志村 啓文副管理者 議案第１７号「世田谷清掃工場建設工事請負契約の締結」の

提案理由及びその内容をご説明申し上げます。 

本案は、第２回定例会において財務委員会に付託され、審議いただいた

結果、継続審査と決定されたものでございまして、本日の臨時会でご審議

いただきたく提案いたすものでございます。 

工事の内容は、第２回定例会においてご説明申し上げたとおりでござい
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ます。 

よろしく、ご審議のほどお願い申し上げます。 

○押田 まり子議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 

      発言の通告がありませんので、財務委員会審査のため、暫時休憩いた

します。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

休     憩（午後２時２９分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再     開（午後２時４５分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○押田 まり子議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

      この際、日程の追加についてお諮りいたします。 

お手元に配付いたしました追加議事日程のとおり、議案第１７号を本日

の日程に追加し、議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○押田 まり子議長 ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１７号を本日の日程に追加し、議題にすることに決定い

たしました。 

追加日程第１を議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

追加日程第１ 議案第１７号 世田谷清掃工場建設工事請負契約の締結について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○押田 まり子議長 本案につきまして、財務委員会の審査報告書をお手元に配付

のとおりであります。 

これより、財務委員長から報告があります。 

○松澤 利行財務委員長 ただいま、議題となりました、議案第１７号「世田谷清掃

工場建設工事請負契約の締結」について、財務委員会を代表して、委員会

における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。 

      本案は、６月２５日の第２回定例会において、当委員会に付託されまし
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た。 

      同日の委員会では、仮契約の相手方構成員である飛島建設が、昨年５月

に東北新幹線の工事現場で発生した労働災害を故意に隠したとして、労働

安全衛生法違反の疑いで青森地検に書類送検されたことに関して、委員か

らは書類送検された事実を６月２日の地方版の新聞記事で知ったというこ

とは、飛島建設が清掃一組に対し報告を怠ったものであり、清掃一組とし

てどう対応したのか。 

また、労働災害の報告義務違反は重大な問題であり、本契約にあたって

付帯条件や覚書等かわすことはできないか。 

さらに、青森地検の今後の動向と契約や世田谷清掃工場建設工事に与え

る影響等の質疑が行なわれました。 

      当委員会としては、青森地検の今後の動向を見極めることや契約の誠実

な履行を担保するにはどうしたらよいか等、時間をかけて調査する必要が

あり継続審査すべきものと決定いたしました。 

      また、本日の委員会におきましても改めて審査いたしましたが、当委員

会ではこれまでの審査を通して、本案の世田谷清掃工場建設工事は先行し

て行なっている解体工事に引き続いて、新たに工場棟などを建設し、ごみ

焼却設備が日量１５０トンのガス化溶融炉を２炉、合計３００トン。灰溶

融設備は日量６０トンの炉が２炉、合計１２０トンの設備を設置すること

や余熱利用設備として発電のほか、世田谷美術館に熱を供給する設備を備

えるものであり、２３区の中間処理の円滑な運営にかかすことができない

重要な案件である。世田谷清掃工場建設の工事着工が遅れるようなことに

なれば、国庫補助金の交付の不透明化を始め、環境アセスメントの変更、

埋立処分場に対する環境負荷の増加、さらには一般廃棄物処理基本計画の

遅延など２３区の中間処理に甚大な影響を与える。 

      しかしながら、契約の相手方構成員の今回の不祥事は工事への不信感を

招きかねない許し難い事件であり、区民の理解が得られるよう再発防止対

策の徹底等を図られたいとの意見が大勢でありました。 

      以上のような質疑意見が行なわれた後、議案第１７号について採決の結

果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 

これをもって、財務委員会報告を終わります。 

○押田 まり子議長 委員長の報告は終わりました。 
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      ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 

     〔「なし」の声あり〕 

○押田 まり子議長 ご質疑なしと認め、質疑を終わります。 

      本案については、討論の通告がありませんので、これより採決いたしま 

す。 

本案は、財務委員会の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求

めます。 

〔起立全員〕 

○押田 まり子議長 起立全員であります。 

      よって、議案第１７号は、財務委員会の報告のとおり可決することに決

定いたしました。 

      以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 

      ここで、副管理者から発言の申し出がありますので、これを許します。 

○志村 啓文副管理者 臨時会の閉会にあたりまして、一言お礼のご挨拶を申し上げ

ます。 

      本臨時会にご提案いたしました議案につきまして、慎重なご審議の上、

ご議決を賜りまして、誠にありがとうございました。 

      ご審議の中で賜りましたご意見などに十分注意いたしまして、世田谷清

掃工場の建設を始め、当組合の運営に鋭意取り組んで参ります。今後もよ

ろしくご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

      本日はどうもありがとうございました。 

○押田 まり子議長 副管理者の発言は終わりました。 

      以上をもちまして、平成１６年第２回東京二十三区清掃一部事務組合議

会臨時会を閉会いたします。 

      ご協力ありがとうございました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉     会（午後２時５２分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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           会議録署名議員 

 

              議長  押 田 まり子 

 

 

              議員  東 村 昭 平 

 

 

              議員  伊 藤 萬太郎 
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